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平成18年 3月28日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1763号

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

告
　
示

◯
秋
田
県
卸
売
市
場
整
備
計
画
（
三
一
〇
・
流
通
経
済
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
三
一
一
、
三
一
二
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
一
三
、
三
一
四
・
由
利
地
域
振
興
局
建
設

部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
県
有
財
産
の
売
払
い
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
の
変
更
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
３

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

教
育
委
員
会
告
示

◯
教
育
委
員
会
会
議
の
開
催
（
八
・
教
育
庁
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
県
卸

売
市
場
整
備
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
そ
の
内
容
を
公

表
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
関
係
書
類
を
農
林
水
産
部
流
通
経
済
課
及
び
地
域
振
興
局
農

林
部
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
〇
〇
〜
一
三
・
〇
〇

七
・
五
〇
〜
二
三
・
五
〇

九
・
〇
〇
〜
一
三
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
〇
四
〇

〇
・
〇
四
二

〇
・
〇
四
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
十
文
字
町
源
太
左
馬
字
前
田
七
三
番
四
地
先
か
ら
二
四
六
番
四
地

先
ま
で

横
手
市
十
文
字
町
源
太
左
馬
字
前
田
七
三
番
一
地
先
か
ら
二
四
六
番
四
地

先
ま
で

横
手
市
十
文
字
町
源
太
左
馬
字
前
田
七
三
番
四
地
先
か
ら
二
四
六
番
四
地
先
ま

で ＡＢ
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月
十
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

由
利
本
荘
市
（
旧
本
荘
市
）

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

本
荘
都
市
計
画
都
市
公
園
事
業
二
号
芋
川
桜
づ
つ
み
河
川
緑
地

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

変
更
な
し

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称

由
利
本
荘
市
（
旧
大
内
町
）

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

本
荘
都
市
計
画
都
市
公
園
事
業
二
号
芋
川
桜
づ
つ
み
河
川
緑
地

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
三
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

変
更
な
し

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
物
件
の
所
在
地
、
面
積
等

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

横
手
東
由
利
線

横
手
東
由
利
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

二
五
・
〇
〇
〜
四
二
・
五
〇

二
五
・
〇
〇
〜
四
二
・
五
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
五
〇
三

〇
・
五
〇
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

横
手
市
婦
気
大
堤
字
谷
地
添
九
七
番
一
地
先
か
ら
字
下
久
保
九
八
番
一
地
先
ま

で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告

所
　
　
在
　
　
地

秋
田
市
雄
和
田
草
川
字
太
田
四

〇
番
一

面
　
積
（
g
）

九
八
五
・
六
八

二
一
九
・
二
三

予

定

価

格
（
円
）

一
三
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇

六
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

地
目
等

宅
　
地

建
　
物
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二
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
並
び
に
入
札
参
加
申
込
書
の
交
付
の
場
所
及
び
期
間

三
　
入
札
執
行
の
場
所
及
び
日
時

四
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

入
札
参
加
申
込
書
を
二
に
掲
げ
る
期
間
内
に
二
に
掲
げ
る
場
所
に
提
出
し
た
者
（
地
方
自
治
法

施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）

五
　
入
札
参
加
申
込
み
に
必
要
な
書
類
等

（一）

個
人
の
場
合

印
鑑
、
住
民
票
の
写
し
及
び
身
分
証
明
書
（
本
籍
地
の
市
町
村
長
が
発
行
す
る
も
の
）

（二）

法
人
の
場
合

印
鑑
及
び
登
記
事
項
証
明
書

六
　
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
と
し
、
現
金
又
は
銀
行
の
支
払
保
証
を
な
し
た

持
参
人
払
小
切
手
を
も
っ
て
入
札
時
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

七
　
入
札
の
無
効

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

な
お
、
郵
便
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
は
、
認
め
な
い
。

八
　
そ
の
他

（一）

物
件
の
説
明
を
平
成
十
八
年
四
月
六
日
（
木
）
午
前
十
時
か
ら
物
件
の
所
在
地
で
行
う
。

（二）

詳
細
に
関
し
て
は
、
秋
田
県
健
康
福
祉
部
福
祉
政
策
課
総
務
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―

一
三
一
一
）
に
照
会
の
こ
と
。

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
浦

町
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

仙
市
協
和
小
種
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
理
事
の
変
更
前
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
協
和
小
種
字
新
田
大
川
端
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
正
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
　
字
新
田
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
寛
　
一

二
　
理
事
の
変
更
後
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
協
和
小
種
字
上
鏡
台
二
百
十
四
番
地
三
十
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
　
藤
　
正
　
孝

〃
　
　
〃
　
　
　
字
上
鏡
台
二
百
十
四
番
地
二
十
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
　
藤
　
寛
　
一

秋
田
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

次
の
と
お
り
教
育
委
員
会
会
議
を
開
催
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長
　
鈴
　
木
　
長
　
男
　

一
　
日
時
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
日
　
午
後
三
時

二
　
場
所
　
教
育
委
員
会
委
員
室

三
　
案
件

（一）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案

（二）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ

３

所
　
　
在
　
　
地

秋
田
市
雄
和
田
草
川
字
太
田
四

〇
番
一

面
　
積
（
g
）

九
八
五
・
六
八

二
一
九
・
二
三

予

定

価

格
（
円
）

一
三
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇

六
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇

地
目
等

宅
　
地

建
　
物

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
健
康
福
祉
部
福
祉
政
策
課

（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一
三
一

一
）

期
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
（
火
）
か
ら
同
年
四
月

十
日
（
月
）
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
　
　
　
　
　
　
所

秋
田
県
健
康
福
祉
部
会
議
室
（
秋
田

県
本
庁
舎
七
階
）

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時

平
成
十
八
年
四
月
十
一
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分

教

育

委

員

会

告

示
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る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
る
職
員
の
給
料
の
切
替
え
を

定
め
る
規
則
案

（三）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
及
び
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
七
項
か
ら
第
九
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
定
め
る
規
則
案

（四）

そ
の
他

４

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
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